
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日
受
領

答

弁

第

六

二

号

内
閣
衆
質
一
九
二
第
六
二
号

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
今
後
の
経
済
見
通
し
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
今
後
の
経
済
見
通
し
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

全
要
素
生
産
性
上
昇
率
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
は
、
資
本
や
労
働
と
い
っ
た
生
産
要
素
の
投
入
量
だ
け
で
は
計
測
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
全
て
の
要
因
に
よ
る
生
産
増
加
率
へ
の
寄
与
分
の
こ
と
を
指
す
と
認
識
し
て
い
る
。

全
要
素
生
産
性
上
昇
率
は
、
算
出
の
方
法
や
用
い
る
デ
ー
タ
の
改
定
等
に
よ
り
、
推
計
値
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
相
当
の
幅
を
も
っ
て
見
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
数
値
や
傾
向
等
に
つ
い
て
、
一
概
に
申
し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
お
尋
ね
の
「
民
主
党
政
権
時
に
お
け
る
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
、
第
二
次
・
第
三
次
安
倍
政
権
に
お

け
る
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
中
長
期
の
経
済
財

政
に
関
す
る
試
算
」
（
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
六
日
経
済
財
政
諮
問
会
議
提
出
。
以
下
「
中
長
期
試
算
」
と
い
う
。
）
等

に
お
い
て
参
照
し
て
い
る
全
要
素
生
産
性
上
昇
率
（
以
下
「
内
閣
府
推
計
値
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
「
二
〇
一
六
（
平

成
二
十
八
）
年
四
〜
六
月
期
四
半
期
別
Ｇ
Ｄ
Ｐ
速
報
（
二
次
速
報
値
）
」
（
平
成
二
十
八
年
九
月
八
日
内
閣
府
公
表
）
等
に

よ
り
推
計
し
た
過
去
二
十
年
に
お
け
る
各
年
度
の
数
値
を
お
示
し
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
八
年
度

〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

一



平
成
九
年
度

〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

平
成
十
年
度

〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

平
成
十
一
年
度

〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

平
成
十
二
年
度

一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

平
成
十
三
年
度

一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

平
成
十
四
年
度

一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

平
成
十
五
年
度

一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

平
成
十
六
年
度

一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

平
成
十
七
年
度

一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

平
成
十
八
年
度

〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

平
成
十
九
年
度

〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

平
成
二
十
年
度

〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

平
成
二
十
一
年
度

〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

二



平
成
二
十
二
年
度

一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

平
成
二
十
三
年
度

一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

平
成
二
十
四
年
度

〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

平
成
二
十
五
年
度

〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

平
成
二
十
六
年
度

〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

平
成
二
十
七
年
度

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
程
度

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
「
経
済
再
生
ケ
ー
ス
」
の
前
提
と
な
る
数
値
・
・
・
を
達
成
す
る
た
め
の
見
通
し
」
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
中
長
期
試
算
の
経
済
再
生
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
日
本
経
済
再
生
に
向
け
た
経
済

財
政
政
策
の
効
果
が
着
実
に
発
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
二
千
二
十
年
代
初
頭
に
か
け
て
全
要
素
生
産
性
上
昇
率
が
内
閣
府
経

済
社
会
総
合
研
究
所
が
設
定
す
る
「
景
気
基
準
日
付
」
に
お
け
る
第
十
循
環
か
ら
第
十
一
循
環
ま
で
（
昭
和
五
十
八
年
二
月

か
ら
平
成
五
年
十
月
ま
で
）
の
期
間
（
以
下
「
参
照
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
内
閣
府
推
計
値
の
平
均
で
あ
る
年
二
・

二
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
ま
で
上
昇
す
る
と
想
定
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

三



御
指
摘
の
「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
（
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日
経
済
財
政
諮
問
会
議
提
出
。
以
下

「
二
十
六
年
中
長
期
試
算
」
と
い
う
。
）
と
「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
（
平
成
二
十
七
年
二
月
十
二
日
経
済

財
政
諮
問
会
議
提
出
。
以
下
「
二
十
七
年
中
長
期
試
算
」
と
い
う
。
）
で
は
、
い
ず
れ
も
二
千
二
十
年
代
初
頭
に
か
け
て
全

要
素
生
産
性
上
昇
率
が
参
照
期
間
に
お
け
る
内
閣
府
推
計
値
の
平
均
ま
で
上
昇
す
る
と
の
想
定
を
置
い
て
い
る
。

二
十
六
年
中
長
期
試
算
を
提
出
し
た
後
、
内
閣
府
経
済
社
会
総
合
研
究
所
「
固
定
資
産
残
高
に
係
る
参
考
試
算
値
」
の
公

表
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
）
に
伴
い
、
全
要
素
生
産
性
上
昇
率
の
推
計
に
用
い
る
過
去
の
資
本
投
入
量
に
係
る

デ
ー
タ
を
変
更
し
た
こ
と
等
に
よ
り
、
参
照
期
間
を
含
め
た
過
去
の
資
本
投
入
量
の
増
加
率
が
改
定
さ
れ
た
。
全
要
素
生
産

性
上
昇
率
は
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
か
ら
資
本
投
入
量
等
の
寄
与
を
除
い
て
推
計
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
当
該
改
定
に
伴
い
、

参
照
期
間
に
お
け
る
内
閣
府
推
計
値
の
平
均
が
年
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
か
ら
年
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
に
上
方
改
定

さ
れ
た
。

こ
の
上
方
改
定
に
伴
い
、
二
十
七
年
中
長
期
試
算
で
は
、
二
千
二
十
年
代
初
頭
に
お
け
る
全
要
素
生
産
性
上
昇
率
の
想
定

を
年
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
に
改
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

四



中
長
期
試
算
に
お
け
る
経
済
再
生
ケ
ー
ス
は
、
日
本
経
済
が
長
期
に
わ
た
る
デ
フ
レ
と
景
気
低
迷
か
ら
脱
出
し
、
二
千
二

十
年
代
初
頭
に
か
け
て
全
要
素
生
産
性
上
昇
率
が
参
照
期
間
に
お
け
る
内
閣
府
推
計
値
の
平
均
で
あ
る
年
二
・
二
パ
ー
セ
ン

ト
程
度
ま
で
上
昇
す
る
と
の
前
提
を
置
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
再
生
ケ
ー
ス
と
し
て
、
こ
れ
と
は
異
な
る
前
提
と

な
る
御
指
摘
の
全
要
素
生
産
性
上
昇
率
が
年
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
場
合
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
や
基
礎
的
財
政
収
支
等
を

推
計
す
る
予
定
は
な
い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
『
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
』
の
拡
大
」
に
つ
い
て
は
、
対
外
公
表
文
が
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
午

後
一
時
四
十
四
分
に
日
本
銀
行
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
同
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本

銀
行
政
策
委
員
会
・
金
融
政
策
決
定
会
合
（
以
下
「
決
定
会
合
」
と
い
う
。
）
で
は
、
当
該
対
外
公
表
文
が
決
定
さ
れ
、
決

定
会
合
終
了
後
直
ち
に
公
表
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
決
定
会
合
に
は
財
務
省
及
び
内
閣
府
の
職
員
が
出
席
し

て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
中
期
計
画
の
変
更
」
に
つ
い
て
は
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
午
後
五
時
頃
か
ら
記
者
会
見
が
行
わ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
当
該

五



記
者
会
見
が
行
わ
れ
る
時
間
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
が
事
前
に
承
知
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
三
十
兆
円
」
と
は
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
現
行
の
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
検
討
過
程
に
お
い
て
検
討
対
象
と
さ
れ

た
複
数
の
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
案
に
つ
い
て
、
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
案
を
構
成
す
る
各
資
産
の
昭
和
四
十
九
年
か
ら
平

成
二
十
五
年
ま
で
の
過
去
四
十
年
間
の
市
場
平
均
収
益
率
に
基
づ
く
収
益
率
等
を
用
い
て
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
が
算
定
し
た
平
成
二
十

年
の
年
間
損
失
額
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
二
十
六
・
二
兆
円
」
と
は
、
現
行
の
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
に
、
平
成
二
十
年
度
の
各
資
産
の
市
場
平
均
収
益
率
を
当
て
は
め
た
場
合
に
お
け
る
、
同
年
度
の
投
下
元
本
平
均
残
高

（
期
初
の
運
用
資
産
時
価
に
期
中
に
発
生
し
た
資
金
追
加
・
回
収
の
加
重
平
均
を
加
え
た
も
の
を
い
う
。
）
を
前
提
に
し
た

場
合
の
同
年
度
の
年
間
損
失
額
で
あ
る
。
御
指
摘
の
「
「
三
十
兆
円
」
と
「
二
十
六
・
二
兆
円
」
」
に
つ
い
て
は
、
年
間
損

失
額
の
算
定
の
対
象
と
な
る
期
間
や
そ
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
収
益
率
等
が
異
な
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
差
が
生
じ
て
い
る

も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
財
政
検
証
」
と
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
四
条
の
三
第
一
項
及
び
厚
生

六



年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
（
以
下

「
財
政
検
証
」
と
い
う
。
）
を
指
す
も
の
と
考
え
る
が
、
財
政
検
証
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
、
少
な
く
と
も

五
年
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
次
回
の
財
政
検
証
は
、
平
成
三
十
一
年
ま
で
の
間
に
作
成
す
る

こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
財
政
均
衡
期
間
」
と
は
、
国
民
年
金
法
第
四
条
の
三
第
二
項
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
条
の
四
第

二
項
に
規
定
す
る
財
政
均
衡
期
間
を
指
す
も
の
と
考
え
る
が
、
財
政
均
衡
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
、
財

政
検
証
が
作
成
さ
れ
る
年
以
降
お
お
む
ね
百
年
間
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
次
回
の
財
政
検
証
に
お
け
る
財
政
均
衡
期

間
に
つ
い
て
は
、
お
尋
ね
の
よ
う
に
過
去
の
財
政
検
証
の
財
政
均
衡
期
間
か
ら
一
定
年
数
を
差
し
引
い
て
設
定
す
る
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。

八
及
び
九
に
つ
い
て

財
政
検
証
は
、
財
政
検
証
を
作
成
す
る
時
点
に
お
け
る
社
会
経
済
状
況
の
下
で
年
金
財
政
の
健
全
性
を
定
期
的
に
検
証
す

る
も
の
で
あ
る
た
め
、
仮
に
、
御
指
摘
の
「
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
」
、
「
名
目
長
期
金
利
」
等
の
財
政
検
証

の
諸
前
提
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
数
値
が
変
わ
っ
た
と
し
て
も
、
既
に
作
成
し
た
財
政
検
証
を
作
成
し
直
す
必
要
は
な
い
と

七



考
え
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

年
金
制
度
は
、
人
の
一
生
に
わ
た
る
非
常
に
長
期
の
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
民
年
金
法
第
四
条
の
三
第
二
項
及
び
厚

生
年
金
保
険
法
第
二
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
財
政
検
証
に
お
け
る
年
金
財
政
の
収
支
を
均
衡
さ
せ
る
期
間
で
あ
る

財
政
均
衡
期
間
は
、
お
お
む
ね
百
年
間
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
御
指
摘
の
よ
う
に
財
政
均
衡
期
間
を
五
十
年
に
短
縮

す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

財
政
検
証
は
、
年
金
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
金
制
度
の
企
画
及
び
運
営
を
行
う

厚
生
労
働
省
の
責
任
に
お
い
て
作
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
財
政
検
証
の
諸
前
提
に
関
し
て
は
、
社
会
保
障
審

議
会
年
金
部
会
及
び
同
部
会
の
下
に
置
か
れ
た
「
年
金
財
政
に
お
け
る
経
済
前
提
と
積
立
金
運
用
の
あ
り
方
に
関
す
る
専
門

委
員
会
」
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
て
客
観
的
に
設
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
「
権
威
あ
る
独
立
機
関
に
よ
る
客

観
的
な
検
証
へ
の
改
革
」
は
必
要
な
い
と
考
え
て
い
る
。

八


